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「災害などのリスクと経済政策」勉強会 2006 年度 第 2 回 
 
 
開催日：2006 年 11 月 14 日（火） 
 
プログラム：「世界と日本の巨大災害保険」 
講師：独立行政法人防災科学技術研究所 客員研究員 坪川 博彰 氏 

 

 

１．はじめに 

今回の講演では、保険において実務的にどういった事が行われているのかということを

紹介したい。実務としての保険は研究としての保険とはかなり乖離しており、研究では出

来るけれども実務上は出来ない、逆に実務上は出来るけれども研究ではよく分からないと

いうことがお互いに存在している。最近 10 年くらいでは自然災害に関して研究と実務の融

合が図られてきている。それは阪神大震災を絶対的な契機として、あらゆる分野の実務者

や研究者が防災や保険というものに関してコミットメントするようになったからである。

それ以前は保険という分野が研究としてはほとんど触れられていなかったが、阪神大震災

にそれだけのインパクトがあったということでもあろう。 
 
 
２．自然災害と保険 

（１） 保険の対象となる事象 

まずは保険の基本について紹介する。 
保険には「ペリル」「ハザード」「ロス」「リスク」の 4 つの事象が存在する。「ペリル」

とは損失を生じさせる事象であり、「ハザード」とは損失を拡大させる要因、「ロス」とは

損失そのものであり、保険ではこの「ロス」のみが考えられる。つまりベネフィットのな

いマイナス部分のみを取り扱うのが保険ということになる。そして、保険における「リス

ク」の定義は、損失の結果産まれる不利益な状態の可能性をいう。 
また、事象またはイベントには「偶然」「蓋然」「必然」という 3 つの可能性がある。保

険で扱う事象には蓋然性があることが求められる。蓋然性ではそのリスクに、ある一定の

範囲内で評価できる可能性が存在する事がポイントとなる。例えば火災が発生したり、自

動車事故に遭遇するということは、自分に起きるかどうかは分からないが、全体で見れば

火災では 1 年間に 1,500 人程度の人が亡くなるとか、自動車事故が年間何千件起きるとい

ったように、ある程度の評価が出来る事が必要となる。こういった蓋然性があれば、保険

商品として成り立つ。 
一方で、まったく偶然に発生する事象は、保険で対応することは不可能ではないが、そ
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の仕組みでは破綻の可能性があり、保険商品としては成り立ちにくい。また、必然的に発

生するという事象に対しては、保険をかける意味自体がなくなってくる。 
 

（２） 保険の成立要件 

保険商品として成り立つためには、「保険集団の形成」が必要となる。保険集団とは普通

の集団とは若干異なっており、保険に加入出来る人々、言い換えれば保険料を支払う事が

出来る人々が形成している集団である。そのため、収入が低く保険に入れない人々は、そ

の対象にはならない。よって、これらの人々への厚生は私保険では補償されていない。 
この事実を踏まえずに、混同されて議論されることがある。例えば阪神大震災の時に、

被災者に保険金が行き渡っていないという声があったが、これは保険に加入していない人

も含めて議論されていた。保険に加入していなければ保険金が支払われないという事は、

当然の事実であり、それらの人々を補償するために公保険が存在しているのである。 
その他の成立要件として、危険の発生が「偶然かつ急激な外来の事故」であることが求

められる。もちろん生命保険では「偶然かつ急激な」という条件は求められないため、こ

れは損害保険における条件である。そして、損失の大きさが定量的に評価できる事、つま

り保険料率が算定出来ることも挙げられる。 
 

（３） 保険の三原則、三利源 

保険の三原則としては、まず大数の法則が挙げられる。これは、事象をたくさん集めれ

ば一定の確率の範囲内に収まるということである。次に収支相当の原則があり、これによ

って保険料を払う人と保険金を受け取る人のバランスがとられる。そして、公平の原則（給

付反対給付均等の原則）では、保険料はリスクに応じた水準であり、リスクに応じた保険

金が受け取れる事となっている。 
次に、保険事業の三利源であるが、これは損保と生保で若干の違いはあるものの、基本

的には予定損害率が実際の填補確率よりも大きいところで生じる「危険差益」が基本とな

る。これを整理すると、事故がなければ保険金を支払う割合が減少するため保険会社とし

ては損をしないで済むということだ。なお、その他事業費の部分については、経営努力に

よってコストを削減することが重要となっている。 
 

（４） 保険の分野 

現在の保険は大変複雑化しているが、その要因は 90 年代に始まった保険の自由化による

ものである。保険には、大きく図表１のように第一分野、第二分野、第三分野という三分

野がある。 
第一分野は生命保険である。日本の場合、ほとんどの国民が生命保険に加入しているが、

終身型の終身保険や、その他養老保険、年金などがある。 
第二分野には火災保険や、自動車保険などの損害保険が該当する。 
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そして第三分野は第一分野と第二分野が重なり合った部分であるが、これは生命保険会

社、損害保険会社のどちらの保険会社も進出出来る分野ということである。損害保険の中

に傷害保険というものがあるが、これは第三分野の中に競合している。第三分野では医療

や介護、ガンなどといった、今後我々の生活の中で比率が高くなるであろうと想定される

リスクについて対応しており、その市場も伸びているのが現状だ。 
 
図表１：保険の分野区分 

 
 

（５） 保険契約の特徴 

保険が契約として成立するためには図表 2にあるような約束事が存在する。 

 

図表２：保険成立のための約束事 

 

 

例えば射倖契約というのは、保険は偶然の出来事によって保険金が支払われるというよ

うに射倖性があるということである。また、附合契約とは保険会社が作ったルールで保険

契約が行われ、契約者にはルールを作る事が出来ないということであり、この部分につい

て契約者の権利は認められていない。さらに、保険は諾成契約であり、目的物の引き渡し

を要件としてないという特徴もある。 

 



 4

（６） 保険料の構成 

 保険料は、保険金額（そのものが持っている価格、価値のこと）に対して、保険料率を

乗じることで求められる。例えば 1 億円の建物に、千円につきいくらという保険料率を掛

けて、保険料が 10 万円となるというようなイメージを持ってもらえれば良いだろう。保険

料には高いものから安いものまで色々存在するが、構成は大体が共通している。 

まず保険料には、純保険料というものが存在する。これは危険保険料とも呼ばれており、

危険に対して備えるための保険料であるので、リスクが高ければそれなりに高くなるし、

低ければ低くなる。そして、これに付加保険料というものが加えられる。これは例えば会

社の社費や代理店手数料、さらには保険会社のもうけである利潤などで、リスクには依存

していない部分である。 

 

図表３：保険料構成 

 

  

ここで、保険料に占める純保険料と付加保険料の割合が問題になるが、実際には保険料

における付加保険料の割合がある程度大きなものとなっている。それは、保険販売にはか

なりのコストを要するため、手数料など多くの費用が発生するからだ。もちろん、保険会

社は効率化を目指してはいるが、人件費などは一定程度は必ずかかってきてしまうのが実

態なのである。 

しかし、地震保険に関しては政府が再保険者として参加している影響もあって、付加保

険料が非常に低く押さえ込まれている。また、地震保険単独での加入を認めず、火災保険

の特約としての加入形態とすることによっても、コストを抑えている。しかし、逆に危険

部分である純保険料の割合が高くなっているが、これに対しては、国も保険会社も入って

くる純保険料部分を次の地震に備えて積み立てることで対応している。このような対応は

他の保険ではあまり見られないが、保険会社は地震に対してはこのようにリスクヘッジを

しているのである。 

 

（７） 保険料率の算出手法と保険事業の分類 
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保険料率はどのようにして決まってくるのか。一般的には損害率法が主流である。これ

は過去に起こった実績から将来の予測をするという方法であり、自動車保険や火災保険な

どはこの手法によって保険料率が求められている。この手法の場合、長期的に見ても保険

料はあまり変化しないし、また全体で一つのトレンドがあればリスクと保険料率に大きな

誤差が生じることもない。 

しかし、自然災害ではこの手法を用いることは難しい。それは今年地震が発生したが、

去年は発生していなかったりと毎年の変動が激しく、過去の実績から将来の予測が出来な

いからである。非常に長い期間をとってリスクを見るという方法も考えられるが、あまり

に昔の損害を現在に置き換えて見直すのもあまり現実的ではなく難しい。そこで、用いら

れる方法が f・d法という手法で、これは事故の発生頻度（ｆ）と罹災時の損傷度（ｄ）の

理論値を求めて掛け合わせることで純率とする。例えば地震の場合にはある地域で、何年

に 1 回の確率でどれくらいの地震が発生し、それによってどのような地震動が起き、さら

にどの程度の建物が被害を受け、その結果保険金の支払いがいくらになるのかということ

を積み上げていく手法をとる。これのベースとなるのがハザードマップや確率論的リスク

評価による地震動評価地図などであり、これらを f・d法で用いて保険料を算出する。 

その他には Loss Cost 法がある。これは、保険金額に対する支払保険金の割合から、料

率を求める手法である。 

これらの手法は、保険種目によって使い分けられているが、実際の保険事業には図表４

の通り、様々な分類がある。図表からも分かる通り、保険は種目によって歴史の長短があ

る。例えば海上保険や火災保険の歴史は明治時代からと長くなっている。 

 

図表４：損害保険事業の種類 

 

 

（８） 世界の保険マーケット 

 世界の地域別の保険マーケットを見ると、図表５のようになっている。 
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 図表５：世界の地域別保険マーケット 

 

  

この図表では、人口、GDP、損害保険事業、生命保険事業に分けて整理した。数値は４～

５年以前のものではあるが、現在と比較しても割合には大きな変化はないと思われるので、

参考としてもらえるであろう。 

さて、日本の人口は約 126 百万人で、世界の約 2%を占めているにしかすぎない。一方、

GDP ベースで占める割合は 13.2%もある。また、損害保険事業は世界全体の 10.3%程度であ

り、生命保険事業では 28.6%を占めている。これらから、日本の生命保険は実に大きなマー

ケットがあることがわかる。またそれは、他の経済圏と比較する事でも明確になる。例え

ばアメリカでは、生命保険は GDP ほどの割合はない。ただ、損害保険の割合は高くなって

いる。これは、その国の社会の状況に影響を受けていると考えられる。 

なお、現在最も注目されている市場は中国であり、今後保険市場が急速に伸びるという

期待がある。今年も、つい先日保険学会があり中国の報告者が、中国市場において生命保

険が急激な勢いで伸びている。と紹介されていた。今後、中国では、まずは生命保険が大

きくなり、産業が大きくなるに連れて損害保険市場も拡大してくるであろう。とにかく 10

億人という人口を抱える市場であるため、成長すれば世界を席巻するほどのマーケットと

なる可能性を十分に備えている。 

一方ヨーロッパなども保険市場において相当のシェアを誇っている。これら先進国と振

興市場を比較するとその差は明らかであり、保険は明らかに先進国の商品であるというこ

とがわかる。世界を大きく４つのブロックに分けて市場規模をみると、その保険料シェア

は日本がおよそ 11 兆円程度であり、対して米国は 47 兆円、ＥＵは 28 兆円、その他地域は

16 兆円となっている。 

次に国民一人当たりの保険料について見てみよう。 

 

 

図表６：国民一人当たりの損害保険料 
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図表 6 によると国民一人当たりの保険料は国によって大きな格差がある。スイスが最も

高く、国民一人当たりの損害保険料は 173,928 円となっており、またアメリカもスイスと

ほぼ同じような水準である事が分かる。一方で、日本は両国と比較すると低い水準にある。 

次に、損害保険料がＧＤＰに占める割合を見てみよう。これによると、日本は他国と比

較してさらに低い水準となっており、日本では、その経済規模に見合った保険料が負担さ

れていないという事がわかる。 

 

図表７：損害保険料がＧＤＰに占める割合 

 

 

（９） 保険の信頼性 

 保険会社の健全性を判断する基準としてソルベンシー・マージン基準がある。 

自然災害による被害は社会に大きな影響を与える。例えば昨年であればアメリカを襲っ

たハリケーンカトリーナによってニューオリンズが水没してしまった。こういった大きな

損害が発生すると、保険会社の破綻可能性というリスクが浮上する。そこで、保険会社の

破綻可能性などの安全性を契約者や株主などが判断するための情報を開示する必要がある

ため、ソルベンシー・マージン基準が作られた。この基準は次式によって求められる。 
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損害保険料率算出機構では、「通常の予測を超える危険額」の算出に対する補助を行って

いた。自然災害の場合であれば、関東大震災が発生した場合や、伊勢湾台風が東京で発生

した場合に、損害額がどの程度になると予測されるかということを、ある一定の条件下で

シミュレーションし、保険会社ごとに結果を算出し通知する。そして保険会社はそれらの

結果を組み合わせるなどして、自社の抱えるリスクを評価し、それを準備金などと比較す

ることで、会社の位置づけなどを確認しているのである。 

またソルベンシー・マージン基準は、数値としては 200%が一応の基準となっており、こ

れを超えていれば、自然災害が来ても問題がないと判断されるが、実際にはそう単純でも

ない。それは、実際に保険会社によって公表されている基準のいずれもが大きな数字で、

一般消費者にとって保険会社を選択する上の基準として妥当かどうか問題があるからであ

る。なお、ソルベンシー・マージン基準については、現在金融庁の金融改革プログラムの

中で、第 3分野の保険商品における考え方も含めて検討が行われている。 

通常の予測を超える危険は以下の 5 項目によって求められる。それらは、 保険引き受

け上の危険、 予定利率上の危険、 資産運用上の危険、 経営管理上の危険、 巨大災

害に係わる危険である。これらを、 に当てはめる事で算出される。 

そしてこの通常の予測を超える危険に対して、保険会社は準備金を積み立てる必要があ

る。一般的な損害保険会社での責任準備金は負債の 9割近くを占めているのが実際であり、

あらゆるものを準備金として将来の備えとしている。 

 

図表８：責任準備金の割合 

 

 

 とはいうものの、保険会社が破綻してしまう可能性がゼロというわけではない。そこ

で、巨大災害が発生し経営困難に陥ってしまった保険会社を保護するために保護機構が存

在する。災害が発生し保険金を支払う状況が発生しているにもかかわらず、保険会社が破

綻してしまっていて契約者に保険金を支払うことが出来ないということは社会的に問題で

あるとして、保険の種類によって、破綻時であっても保険金の支払われる割合というもの
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が決められている。自賠責保険と地震保険に関しては、保険会社が破綻したとしても 100%

の保険金が支払われることが約定されており、その他の自動車保険や火災保険などの生活

上必要とされるだろう主な保険で 90%までが保証されている。ただし、種目によっては保護

の対象外のものもあるため、保険に加入する際には、保険会社を選ぶことももちろん重要

であるが、それ以外にもその種目に対する補償がどうなっているのかということを確認し

ておくことも重要である。 

 

（１０） 保険会社の資力 

図表 9 では損保と生保の資産比較を示した。これによれば、生保の方が損保よりも圧倒

的に大きくなっており、2000 年時点ではおよそ 5～6倍の差が生じている。 

 

図表９：損保と生保の資産比較 

 

 

 この生保の巨大な資産は金融機能としての役割も大きく、マーケットマネーとしても活

用されている。生保と比較すると損保はマーケットにおける各金融機関の資産配分を見て

も、それほど大きくはない（生保 10％に対し、損保 1.7％（2000 年時点））。 

 こういった資力などを基準として、保険会社の安全性を判断している「格付け」も存在

する。図表 10 はＳ＆Ｐ社（スタンダード＆プアーズ）が発行している「格付け」である。

この「格付け」では AAA（トリプル A）～C までの 9 段階があり、日本の保険会社は A クラ

スから Bクラスの範囲内で評価されている。 
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図表 10：主な損害保険会社の格付け 

  

 

（１１） 自然災害と保険 

世界の保険災害は現在急激に増加をしている。図表 11 では、青線が自然災害、黒線が人

間によって発生させられた損害を示しており、2001 年で黒線が大きく上昇しているのはＷ

ＴＣテロの影響によるものである。青線は 90年代から急激な変動を見せ、安定していない。

さらに、昨年のカトリーナの影響で、再度急激に上昇することが予想されている。 

 

図表１１：世界の保険損害 

 

 

次に日本の自然災害に対して支払われた保険金のランキングを図表 12 に示した。1991 年

に発生した「ミレイユ」と呼ばれている台風 19 号が、6,000 億円弱という非常に大きな被

害をもたらしている。一方で 2000 年には東海豪雨が発生し、その被害額は 1,000 億円であ

ったが、この被害の約半分が自動車被害であり、その残りが建物などへの被害であった。

これが台風被害と豪雨被害の大きな違いである。 
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図表１２：日本の自然災害保険金支払いトップ１０ 

 

 

豪雨被害は「水害」であるが、水害は限られた保険でしか担保されていない。それに対

し台風被害は「風災」であり、すべての火災保険でカバーされている。そのため、台風 19

号の被害は、1件当たりの被害はそこまで大きくはなかったものの、台風が全国を通過した

事で被災地が広範囲にわたり、塵も積もれば山となり大きな被害となった典型例といえる。

これと比較すると水害は一極集中型の被害という特徴があり、近年は、新潟豪雨や福島豪

雨なども発生しているため関心が寄せられているが、実は風災に対しては毎年かなりの保

険金支払いがなされている事を見落としてはならない。例えば先日発生した北海道の竜巻

に対しても風災として保険金が支払われる。 

この要因には自然災害を補償する保険の形態が影響していると考えられる。日本におけ

る自然災害カバーの種類は 3 形態ある。火災保険というと火災被害のみを補償するような

イメージを持たれがちであるが、実はすべての火災保険が基本的に風災・雹災・雪災を補

償している。風災とは、強風で建物構造物や付属物が破損する被害であり、雹災は雹によ

って屋根瓦や窓などが割れてしまう被害、そして雪災とは雪の重みで家が潰れてしまう被

害などである。 

しかし、水災は補償範囲の広い火災保険に加入しなければカバーされず、例えば総合保

険と呼ばれる商品などでなければ補償範囲として含められていない。しかし現在は、火災

保険の主力は総合保険に移行しており、多くの人が総合保険などに加入している状況では

ある。 

さらに、これら以外の自然災害として地震・噴火・津波がある。これらの危険は火災保

険では全くカバーされておらず、これらの災害に特化した保険である地震保険に加入しな

ければ補償を得ることは出来ない。 

なお、自然災害カバーの約款表記は図表 13 の通りである。 
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図表１３：自然災害保険の約款表記 

 

 

風災においては約款に「20 万円以上の損害となった場合」という表記があるので注意が

必要だ。また、水災には融雪洪水や高潮、土砂崩れなどが含まれており、これらの被害で

は水災保険金としての支払い対象となっている。そのため、崖のそばに居住するひとの住

宅が土砂崩れなどで被害を受けた場合には、落ちてきたのは土砂ではあるが水災という認

定になる。 

 

（１２） 日本の地震保険 

日本の地震保険は非常に特殊な形態をもっている。政府が再保険を受けているというこ

ともあり、損害評価の方法や契約内容に制限があったり、特殊な約束事が存在する。例え

ば地震保険の損害査定区分には、全損、半損、一部損という 3 段階の制限が設けられてい

る。それは、建物の構造部分で言えば、時価額の 50％以上もしくは延床面積の 70％以上の

損害となった場合が全損となる（詳細は図表 14 を参照）。実際の実務では、例えば地震に

よって建物にひびや亀裂が入ったという場合には、その長さを測り、全体の割合から損害

査定を行っている。また一部損は 3％という足切りがあるが、実際は被害が発生すれば、大

抵は一部損以上の認定を得られることが多い。一方で、全損と半損によって支払い保険金

に大きな違いがあるので、ボーダーラインにおいては、保険会社と契約者とのトラブルに

なる場合もある。 
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図表１４：地震保険の損害査定区分 

 

 

 図表 15 は地震保険の保険金支払いトップ 10 である。データが若干古いため、新潟の中

越地震が入っていないが、中越地震は、契約者の数はあまり多くない山間地であったが、

かなりの支払いがあったように聞いているので、上位に入ってくると予想される。 

 

図表１５；地震保険金支払いトップ１０ 

 

 

 さて、前述した通り、地震保険は政府が再保険をしている。そのため、保険会社と政府

で保険金の負担割合に違いがある。その再保険のスキームが図表 16 である。 
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図表１６：地震保険の再保険スキーム 

 

 

図表 16 は左から棒グラフがでているようなイメージで見てほしい。左端の 0からスター

トし、損害額が徐々に増加していき、750 億円までは民間保険会社がすべて補償する事とな

っている。それ以降～1 兆 3,118 億円までは民間保険会社が 50％、政府が 50％の割合で負

担し、さらにその上～5兆円までは、95％を政府が負担するようになっている。これは地震

発生時に支払った保険金総額によって判断される。また、基本的には地震発生時は民間保

険会社が一義的に契約者へ保険金を支払うが、いくつも地震が発生し大量の支払いが生じ

てしまうと、保険会社の資金も底を突いてしまう可能性もあるため、そういった場合には

一時的に政府が資金を融通することも想定されている。 

 

（１３） 再保険市場について 

日本と海外の再保険について説明する。まず、再保険とは保険の保険である。例えば前

述の地震保険であれば、民間保険会社と日本国政府の間での再保険が成立している。つま

り、民間保険会社は自社のリスクを超えて支払いが出来なくなってしまった場合には、政

府を頼りに支払いを行うことになる。この仕組みは国同士でも同様に行われている。日本

のリスクを自国内の保険市場で抱えきれない場合には、他国に頼ろうと日本から海外へ保

険料を支払いある一定条件を超えた場合には海外から保険金を受け取れるような約定を結

んだり、また損害が一定範囲を超えていなくても、事故が発生すれば一定額を支払うとい

うような約定を結んでいるケースもある。つまり、日本のリスクに対して海外を巻き込ん

で補償を提供しているのである。 

さて、2001 年時点では、日本から海外への出再保険料が 2,516 億円、支払再保険金が 2,364

億円であった。一方、海外からの受再保険料は 2,025 億円で、受取出再保険金が 1,144 億

円となっている。この時の保険金と保険料は同じ保険というわけではないため対応はして

いないが、日本から海外に支払っている保険料と保険金を、海外から受け取っているそれ

ぞれの金額と比較すると、この年に限って言えば損をしている事がわかる。 

このように、海外を巻き込んだ再保険という仕組みによって、お互いにリスクを保有し

合っているため、海外で巨大災害が発生すると、他国の保険会社が影響を受け損を被るこ
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ともある。例えば、9・11 テロの時には、まず元受保険会社が再保険をかけ、その再保険会

社がさらに再保険をかけというようにらせん状に広まっていったリスクによって日本の保

険会社が間接的にリスクを負う状況になってしまい、結果として破綻してしまった。この

ように、再保険は顔の見えない取引であるため自分がどこのリスクを負っているのかが見

えにくいという問題点もある。 

また世界には再保険を専門としている保険会社も多数存在する。世界でも有名なのは

Munich Re（ミュンヘン再保険会社）や Swiss Re（スイス再保険会社）などである。またイ

ギリスの Lloyd’s などの保険組合も再保険者として有名である。日本においても東京海上

日動火災保険による Millea や、再保険のみを専門としている保険会社としてトーアなどが

ある。 

 

図表１７：世界の再保険者トップ２０ 

 

 

（１４） 保険によるリスクヘッジ 

自然災害にどのようにして対応するかという保険会社の戦略は 3 つ軸を中心に考えられ

ている。これは元受保険のみならず再保険においても同様である。 

 

図表１８：保険におけるリスク評価 
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3 つの軸とは、図表 18 にある「イベント・サイズ」「カバレッジ」「バルネラビリティ」

である。「カバレッジ」では、例えば損害がある特定の条件に合致しないと保険金を支払わ

ないという約定を結ぶ。保険によってすべてをカバーせずに、カバーに制限を設ける、あ

るいは縮小払いをする事で、保険会社の抱えるリスクを小さくし、保険料をリーズナブル

なレベルに設定することも可能となる。次に「イベント・サイズ」とは大きなイベントの

時は支払わないなど特定のイベントに限って保険金を支払うという制限を設ける手法であ

る。そして「バルネラビリティ」の高いものは引き受けない、つまり保険会社自身がリス

クの判断をし、危ないものは引き受けないリスクの選択を行う戦略もある。 

どのようなリスクも、最初は実態が分からないため、実際よりも大きく判断される。も

ちろん最初に科学的な予測などは行うが、それだけですべてを把握することは出来ないの

で、時間経過などと共にリスク実態が判明することで、判断されるリスクのサイズも縮小

する。つまり、例えば地震保険であっても建物の性能が分からない状態で保険を引き受け

る時よりも、阪神大震災などの「経験」によってある構造の建物は壊れにくいという事が

判明すれば、判断されるリスクの大きさに変化が生じ、保険料設定にも違いが出てくると

いうことになる。こういった考え方を用いれば、保険を販売する事が、耐震化などを行う

ためのインセンティブにもなり得るため、保険におけるリスク評価は社会的に見ても重要

な役割を果たしていると考えられる。 

このように保険会社はリスクのコントロールを試みているが、建物の耐震性の判断や、

地盤の調査などの技術に関してのプロではないため、技術と実務の部分にギャップが生じ

ている。そのため、公的なハザードマップや建物評価などを活用し、契約者も保険会社も

リスクがどの程度であるということを共通認識することが出来ればトラブルが生じにくく

なってくるであろう。 

 

（１５） リスクカーブと保険 

リスク評価を行うことによって、リスクカーブを描くことも可能となる。これは、損失

の大きさを横軸にとり、その発生頻度を縦軸にとって描かれる。その手順としては、まず

は過去に発生したイベントを頻度に応じてプロットし、それらの点を繋ぎイベントカーブ

を描く。そして、未経験事象も配慮して大きい損失までを推定することで図表 19（左図）

のようなリスクカーブが描かれる。 
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図表１９：リスクカーブと保険ヘッジ 

  

 

では、このリスクカーブの内、保険はどの部分をヘッジするために活用されるか。リス

クカーブを描くことでリスクを定量的に把握できるため、図表 19（右図）のように小さな

リスクの部分に関しては、損害を受ける可能性のある主体自体が、業務改善などによって

リスクを縮小する取り組みを図ることで対応し、業務改善などでは対応しきれない大きな

リスクに対してのみ保険カバーを活用するという合理的な対応が出来るようになる。こう

いった意味でリスクカーブをそれぞれのリスク主体が作成するということが望まれる。 

 

 

３．ハリケーンカトリーナに関して 

アメリカには NFIP という洪水保険制度が存在しているが、これは日本の地震保険と同じ

く、公的な保険である。しかし、その一方で日本の地震保険と決定的に違うのは、日本で

は民間保険会社もリスクを負担しているのに対し、NFIP は 100％政府が対応しており、民

間保険会社は販売のための手数料をとるだけの制度である点だ。 

これはアメリカで過去に大きな洪水が度々発生したことによって、民間保険会社が洪水

保険のマーケットから撤退してしまったことが背景にある。しかし水害はフロリダなどの

地域に集中して発生するため、撤退によって、危険地域の居住者が保険に加入できなくな

ってしまう事は大きな問題となり、連邦政府が FEMA に作らせたのが NFIP である。 

しかし、NFIP はハリケーンカトリーナの際に、保険の効果を発揮していないという批判

を受けた。それは、カトリーナが低所得者層の居住区を中心に大きな被害を与えたが、低

所得者層の人々は保険に加入していなかったため、保険金を受け取ることが出来なかった

からである。 

 

（１） ハリケーンカトリーナによる被害 

 ハリケーンカトリーナは日本列島がすっぽりと入ってしまうほどの大きさで、メキシコ

湾全体を襲った。2004 年はこのカトリーナのほかにもリタ、ウィルマという同程度の規模

のハリケーンがアメリカを襲っている。こういった中でカトリーナは気象現象としては想

定されていたほどの規模ではなかったという意見もある。例えば図表 20（左図）にある
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Land-falling Category は 4 となっているが実際に上陸後は 3程度であったとも言われてい

る。 

 

図表２０：アメリカを襲ったハリケーン 

   

 

実際、ハリケーンの強さという意味では、ウィルマやリタの方がカトリーナより強く、

例えばウィルマの 882hp というほど低い気圧は、日本にくる台風などではまずあり得ない

であろう。ただ、上陸後の強さという意味ではウィルマやリタよりもカトリーナの方が強

かった。 

図表 21(左図)のカトリーナの下位にアンドリューというハリケーンがある。このハリケ

ーンは過去のハリケーン史上で最も大きな被害をもたらしたことで、長い間アメリカのメ

ルクマールとして存在していたが、カトリーナはこれを超えてしまった。図表 21 はカトリ

ーナ以前のハリケーンの被害額を示しているが、カトリーナはアンドリューの 2 倍程度は

あるのではないかといわれており、つまりは 1 千億ドル程度の被害額となると予想されて

いるほど別格の規模であった。 

 

図表２１：１０ most intense land-falling とハリケーン被害額 

  

 

 また、その規模の大きさは、アメリカにおける企業規模と比較することでもわかる。 
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図表２２：U.S Corporations with largest Revenues in 2004 

 

 

さて、カトリーナによってどの地域が実際に被害を受けたかを示したものが、図表 23 で

ある。 

 

図表２３：ハリケーンカトリーナのよる被害地域 

 

 

ニューオリンズ周辺の地図において、赤色に塗られている部分はすべて浸水してしまっ

た部分であり、その中で青色の四角で囲まれている部分が、ニューオリンズの中心地であ

る。このように市の中心地のほとんどが浸水してしまっており、さらにこの部分は低所得
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者層の多い地域で、その浸水層も深くなっていた。 

ニューオリンズは北にも東側にも湖があり、南にはメキシコ湾、さらには運河も走って

いる水に囲まれた地域で、土壌も柔らかかった。そのため、ハリケーンに遭遇したら大被

害となるであろう事は、以前から予想されていた。例えば、ルイジアナ州立大学において、

ハリケーンパムというものを想定し、被害予想もされていた上に、実際のカトリーナの被

害はその予想にほぼ近いものであったにもかかわらず、救援が 3 日遅れてしまった事など

が大きな批判を受けている。この批判には色々な見方があるようだが、危機管理上問題が

あったことは事実である。 

 

（２） 日本の地震保険との比較 

 NFIP と日本の地震保険の比較をしたものが、図表 24 である。 

 

図表２４：日本の地震保険との比較とＮＦＩＰの保険料例 

  

 

既に述べた通り、日本の地震保険では民間保険会社が保険者としての役割を担っており、

保険リスクを背負っているが、NFIP における民間保険会社は保険を販売するだけである。

これを WYO プログラム（Write on your program の略）といい、民間保険会社が政府の代わ

りに、公的保険をあたかも自社の商品のように販売するプログラムである。 

政府の役割というと、日本の場合は再保険者であり、少額の損害の際には出番はないが、

損害がある程度の規模を超えた際には補助を行うというようなスキームであるが、NFIP で

は、政府自身が保険者となっている。 

また、契約件数では NFIP は全米で 456 万証券と、アメリカの世帯数などから比較しても

決して多い数字ではなく、加入率は低いといえる。これは水害被害が想定されていない地

域の人々が加入しないため、その数も少なく、また偏りが生じてしまっている事によるも

のであろう。対して日本の地震保険は、現在では 1,000 万証券を超えているようである。 

このように、保険金額や年間保険料などを比較すると同程度であるし、また政府が関与

しているという点でも類似点がある一方で、運営方法には違いがあるなど、色々と参考に

なる点も多そうだ。 
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例えば、参考点として重要と考えられるのが、自治体（コミュニティ）の役割である。

NFIP ではコミュニティがその地域のリスクを減らす努力を行うことで、保険料が安くなる。

NFIP における年間保険料はおよそ 700 ドル近くと、日本と比較しても圧倒的に高い。しか

し、その地域がリスク軽減の努力をすれば CRS という制度によって、ポイントを獲得出来、

保険料が割り引かれる。それは洪水の知識に関する勉強会を地域で行うとか、図書館に洪

水に関する資料を置いておくとか、物を買った際のレシートの裏側に洪水の知識を記載し

ておくなど様々である。こういったきめの細かい地域の防災活動が評価されている。これ

に対し、日本の地震保険にはこういった仕組みはなく、今後の検討が期待される。また、

NFIP では保険料率もかなり細かいゾーニングがなされている点も注目すべき点ではあろう。 

 

 

 

４．地域防災力の向上に資する災害リスク情報の活用に関する研究 

 

（１） 研究内容の概要 

最後に私が現在行っている研究を簡単に紹介したい。この研究においては、地域の防災

力が重要であるとして、従来までの垂直型の防災のように、自助の部分と公助の部分とい

うような分け方ではなく、横に連携する防災というものを考えている。これは、ときには

共助とも呼ばれているが、こういった防災力を育てるためには何が必要であるかというこ

とを研究している。つまり、図表 25 にあるような安全・安心な社会というものの考え方に

応えられるような仕組みを作ろうと言うものでもある。 

 

図表２５：安全・安心な社会 

  

 

 実際の社会には、図表 26 のように様々なリスクが存在しており、例えば災害の部分だけ

でも何種類もリスクがあるが、地域の防災力を考える場合には共通する部分があるはずで

ある。 
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図表２６：安全・安心を脅かす要因の分類 

 

 

それを繋ぐ方法となり得ると考えられているのが「ソーシャル・キャピタル」（以下ＳＣ）

である。これは、社会組織における社交ネットワークや規範、社会的信頼といったもので、

「互いの利益に向けた調整や協力を促進するもの」（Robert D. Putnam）や、「社会構造に

埋め込まれた規範や社会的関係であり、人々が望ましい目標を達成するために、行動を調

整することを可能にしたもの」(World Bank)という定義がある。 

これには実際に計測や評価が出来るのかなど様々な意見があるが、捉え方としては地域

の連帯性とか紐帯というものが、いざというときにどのように役立つのかということを計

測できないかと考えている。 

内閣府が行っている SC の研究によれば、その効果は健康の増進や、教育面での成果、犯

罪発生率の低下というものであったが、我々はそれにプラスして、有事の際の対応力の向

上という効果もあるのではないかと考えている（イメージは図表 27）。 

 

図表２７：ＳＣの国民生活での効果 

 

 

 



 23

 実際、過去の私の調査によれば、地域の付き合いの程度が高いほど自助の程度も高いと

いう結果もでており、地域の連帯力が薄れてきているといわれている社会においては、こ

ういった意識を醸成するような仕組みが必要となってくると考えられるのである。 

 

（２） リスクシナリオの活用 

この研究において考えているものが、リスクシナリオである。このリスクシナリオを作

成する手順の一つに、ストーリー・シナリオというものがあり、例示したものが図表 28 で

ある。これは、中越地震で被害を受けた小国町の方の例を示したもので、上段の四角の中

は消防庁による報告内容であったが、被害実態としてはもっと細かなプロセスがあったこ

とがわかる。 

 

 

図表２８：ストーリー・シナリオを書くために 

 

 

そこで、地震が発生したらどのような事が起きるのかという被害の実態を描いたシナリ

オを作ろうということで、現在神奈川県の藤沢市で実証的な取り組みをしている。具体的

には、アンケートを行い地域の特性を調査し、一方で地震を想定し、それによって起こる

ストーリーを作るというプロセスを行っている。それを図表 29 のようなイメージの中にス

トーリーを納めて、それぞれの人が自分たちのリスクをきちんと実感できるツールを提供

したいと考えている。 
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図表２９：リスクシナリオの流れ 

 

 

これは多分行政が行っている被害想定などとは違った意味で人々の役に立つのではない

かと考えており、地域の防災力向上にも役立てば幸いである。 
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